
地
方
債
に
関
す
る
省
令
及
び
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
に
規
定
す
る
特
定
間
伐
等
の
実
施
又
は
助
成
に
要

す
る
経
費
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○

地
方
債
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
【
第
一
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
法
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
の
支
出
）

（
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
法
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
の
支
出
）

第
七
条

令
第
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

第
七
条

令
第
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
経
費
の
支
出
と
す
る
。

に
掲
げ
る
経
費
の
支
出
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
事
業
に
対
す
る
負
担
金
に
係
る
経
費
の
支
出

三

次
に
掲
げ
る
事
業
に
対
す
る
負
担
金
に
係
る
経
費
の
支
出

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
（
独
立
行
政
法
人
緑
資

ロ

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

（
独
立
行
政
法
人
緑
資

源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
廃

源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
廃

止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法

止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法

を
廃
止
す
る
法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（

を
廃
止
す
る
法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
緑
資
源
公
団
、
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

解
散
し
た
旧
緑
資
源
公
団
、
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
緑
資

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
緑
資

源
公
団
と
な
っ
た
旧
森
林
開
発
公
団
、
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

源
公
団
と
な
っ
た
旧
森
林
開
発
公
団
、
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
及
び
農
用
地
開
発
公
団
法
の

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
及
び
農
用
地
開
発
公
団
法
の
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
附
則
第

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
農
用
地
整
備
公
団
と
な
っ
た
旧
農
用
地
開
発
公
団

二
条
の
規
定
に
よ
り
農
用
地
整
備
公
団
と
な
っ
た
旧
農
用
地
開
発
公
団

を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
（
独
立
行
政
法
人
水
資
源

を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
（
独
立
行
政
法
人
水
資
源

機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
水
資
源
開
発
公
団
を
含
む
。
第
十
二
条
第
六

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
水
資
源
開
発
公
団
を
含
む
。
第
十
二
条
第
四

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
独

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
独

立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号

立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号

）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
環
境
事
業
団
及
び

）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
環
境
事
業
団
及
び

公
害
防
止
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
三

公
害
防
止
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
三

十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
事
業
団
と
な
っ
た
旧
公
害

十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
事
業
団
と
な
っ
た
旧
公
害

防
止
事
業
団
を
含
む
。
）
の
行
う
事
業

防
止
事
業
団
を
含
む
。
）
の
行
う
事
業

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
地
方
債
の
元
利
償
還
金
等
の
算

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
地
方
債
の
元
利
償
還
金
等
の
算

定
方
法
）

定
方
法
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

当
該
年
度
の
前
々
年
度
か
ら
当
該
年
度
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
年
度
の
中
途

２

当
該
年
度
の
前
々
年
度
か
ら
当
該
年
度
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
年
度
の
中
途

に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が

に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が

変
更
さ
れ
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
年

変
更
さ
れ
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
三
年

前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
以
後
当
該
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
の
日

前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
以
後
当
該
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
の
日

の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
廃
置

の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
廃
置

分
合
等
年
度
前
ま
で
の
各
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
地
方
債
の
元
利
償

分
合
等
年
度
前
ま
で
の
各
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
地
方
債
の
元
利
償
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還
金
の
額
等
の
算
定
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

還
金
の
額
等
の
算
定
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
普
通
交
付
税
の
額
等
の
算
定
方

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
普
通
交
付
税
の
額
等
の
算
定
方

法
）

法
）

第
十
四
条
の
二

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日

第
十
四
条
の
二

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日

の
属
す
る
年
度
の
中
途
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
に
よ
り
新
た
に
設

の
属
す
る
年
度
の
中
途
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
に
よ
り
新
た
に
設

置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初

置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初

日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
の
地
方
交
付
税

日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
の
地
方
交
付
税

法
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
交
付
税
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
並
び
に
特
別
と

法
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
交
付
税
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
並
び
に
特
別
と

ん
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
地
方
揮
発
油

ん
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
地
方
揮
発
油
譲

譲
与
税

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
附
則
第

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に

に

あ
っ
て
は
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与

あ
っ
て
は
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与

税
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
石
油
ガ
ス
譲
与
税

税
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交

）
の
収
入
見
込
額
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額

付
金
）
の
収
入
見
込
額
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額

（
以
下
「
普
通
交
付
税
の
額
等
」
と
い
う
。
）
の
算
定
方
法
は
、
次
に
定
め

（
以
下
「
普
通
交
付
税
の
額
等
」
と
い
う
。
）
の
算
定
方
法
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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附

則

附

則

（
退
職
手
当
の
合
計
額
が
著
し
く
多
額
で
あ
る
部
分
の
算
定
方
法
）

（
退
職
手
当
の
合
計
額
が
著
し
く
多
額
で
あ
る
部
分
の
算
定
方
法
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

法
第
三
十
三
条
の
五
の
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の

十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、

零
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
と
き

は
、
同
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

当
該
地
方
公
共
団
体
が
退
職
手
当
を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し
て
当
該

年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
支
払
っ
た
給
料
の
総
額
に
相
当
す
る
額

三

（
略
）

三

（
略
）

２

法
第
三
十
三
条
の
五
の
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

２

法
第
三
十
三
条
の
五
の
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
は
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
七
年
度
ま
で
の
各
年

り
算
定
し
た
額
は
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
七
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
あ
っ
て
は
前
項
第
一
号
の
例
に
よ
る
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

度
に
あ
っ
て
は
前
項
第
一
号
の
例
に
よ
る
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当

方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当

該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
）
と
す
る
。

該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
）
と
す
る
。

一

都
道
府
県

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

一

都
道
府
県

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制

イ

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制

及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百

及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百

十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
の
同
条
第
三

十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
の
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
教
職
員
（
ロ
及
び
次
号
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
い
う

項
に
規
定
す
る
教
職
員
（
ロ
に
お
い
て
単
に

「
教
職
員
」
と
い
う
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。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
百
分
の
十
八
を
乗
じ
て
得
た
額

。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
百
分
の
十
八
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
（
教
職
員
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に

ロ

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
（
教
職
員
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に

百
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
額

百
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
額

二

指
定
都
市

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

（
新
設
）

イ

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
（
教
職
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

百
分
の
十
八
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
（
教
職
員
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に

百
分
の
二
十
三
を
乗
じ
て
得
た
額

三

市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
に
百

二

市
町
村

前
項
第
二
号
の
例
に
よ
る
額
に
百

分
の
二
十
三
を
乗
じ
て
得
た
額

分
の
二
十
三
を
乗
じ
て
得
た
額

３

（
略
）

３

（
略
）

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
臨
時
財
政
対
策
債
発
行
可
能
額

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
臨
時
財
政
対
策
債
発
行
可
能
額

等
の
算
定
方
法
）

等
の
算
定
方
法
）

第
七
条

平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二

第
七
条

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
揮
発
油
譲
与
税

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

」
と
あ
る
の
は
「
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

」
と
、
「
及
び
石
油
ガ
ス
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
及

び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
」
と
、
「
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算

「
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算

入
準
公
債
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債

入
準
公
債
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債

費
の
額
並
び
に
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

費
の
額
並
び
に
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
十
三
条
の
五
の

年
法
律
第
五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
十
三
条
の
五
の
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二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の

額
及
び
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律

額
及
び

第
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一

法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
」
と

項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
」
と

す
る
。

す
る
。

２

平
成
三
十
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
四
条
の

２

平
成
三
十
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
四
条
の

二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
揮
発
油
譲
与

二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

税
」
と
あ
る
の
は
「
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付

金
」
と
、
「
及
び
石
油
ガ
ス
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税

、
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
、
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

指
定
都
市
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
係

る
交
付
金
を
い
う
。
）
及
び
道
府
県
民
税
所
得
割
臨
時
交
付
金
（
地
方
税
法

及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法

律
第
二
号
）
附
則
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
に
対
し
交
付
す

る
も
の
と
さ
れ
る
道
府
県
民
税
の
所
得
割
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
）
」
と

、
「
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

「
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

、
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
並
び
に
地
方
交
付
税
法
等
の

、
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
並
び
に

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
及
び
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第

法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
」

一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
」
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と
す
る
。

と
す
る
。

３

平
成
三
十
三
年
度
及
び
平
成
三
十
四
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
の
規

（
新
設
）

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
揮
発
油
譲
与
税
」
と

あ
る
の
は
「
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
」
と

、
「
及
び
石
油
ガ
ス
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
交
通

安
全
対
策
特
別
交
付
金
、
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
都

市
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
係
る
交
付

金
を
い
う
。
）
及
び
道
府
県
民
税
所
得
割
臨
時
交
付
金
（
地
方
税
法
及
び
航

空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二

号
）
附
則
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
に
対
し
交
付
す
る
も
の

と
さ
れ
る
道
府
県
民
税
の
所
得
割
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
）
」
と
、
「
並

び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
算
入

公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
並
び
に
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
」

と
す
る
。

４

平
成
三
十
五
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

（
新
設
）

、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
揮
発
油
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
地
方
揮

発
油
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
」
と
、
「
及
び
石
油
ガ
ス
譲

与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

及
び
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
附
則
第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
に
対
し
交
付
す
る
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も
の
と
さ
れ
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
）
」
と

、
「
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

、
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
並
び
に
法
第
三
十
三
条
の
五

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債

の
額
」
と
す
る
。

５

平
成
三
十
六
年
度
以
後
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

（
新
設
）

て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
揮
発
油
譲
与
税
」
と
あ
る

の
は
「
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
」
と
、
「

及
び
石
油
ガ
ス
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
交
通
安
全

対
策
特
別
交
付
金
及
び
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市

に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
係
る
交
付
金

を
い
う
。
）
」
と
す
る
。
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○

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
に
規
定
す
る
特
定
間
伐
等
の
実
施
又
は
助
成
に
要
す
る
経
費
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
年
総

務
省
令
第
八
十
一
号
）
【
第
二
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
法
第
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法

第
一
条

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。

者
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

森
林
整
備
法
人
（
分
収
林
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十

五

森
林
整
備
法
人
（
分
収
林
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十

七
号
）
第
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
森
林
整
備
法
人
を
い
う
。
）

七
号
）
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
森
林
整
備
法
人
を
い
う
。
）


